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(57)【要約】
【課題】本体ケースの側面に、前ケースと後ケースとの
内外関係が変化する箇所を有するとしても、当該箇所か
らの静電気の進入を効果的に防止することができるイン
ターホン機器を提供する。
【解決手段】本体ケースの上面では、前ケース２を後ケ
ース３の外側に位置させ、下面では後ケース３を前ケー
ス２の外側に位置させているとともに、前ケース２の左
右両側壁部１３、１３に、両側壁部１３、１３の左右方
向での距離が変化する段部１４を夫々設け、各側壁部１
３における段部１４よりも上側（外壁部１３Ａ）を、後
ケース３よりも外側に位置させ、段部１４よりも下側（
内壁部１３Ｂ）を、後ケース３よりも内側に位置させて
いる。そして、そのような本体ケースにおいて、前ケー
ス２の後面であって各段部１４における内壁部１３Ｂの
端部に、上方へ突出する防止リブ１５を設けた。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外周縁が後方へ折り曲げられた前ケースと、外周縁が前方へ折り曲げられた後ケースと
を組み付けてなる本体ケースを有するインターホン機器であって、
　前記本体ケースの上面と下面とのうち何れか一方では、前記前ケースが前記後ケースの
外側に位置し、他方では前記後ケースが前記前ケースの外側に位置しているとともに、
　前記前ケースの左右両側部に、前記両側部の左右方向での距離が変化する段部が夫々設
けられ、前記前ケースの側部における前記段部よりも前記一方の側は、前記後ケースより
も外側に位置し、前記段部よりも前記他方の側は、前記後ケースよりも内側に位置してお
り、
　さらに、前記前ケースの後面であって、各前記段部における前記他方の側の端部に、前
記一方の側へ突出する防止リブが設けられていることを特徴とするインターホン機器。
【請求項２】
　外周縁が後方へ折り曲げられた前ケースと、外周縁が前方へ折り曲げられた後ケースと
を組み付けてなる本体ケースを有するインターホン機器であって、
　前記本体ケースの上面と下面とのうち何れか一方では、前記前ケースが前記後ケースの
外側に位置し、他方では前記後ケースが前記前ケースの外側に位置しているとともに、
　前記後ケースの左右両側部に、前記両側部の左右方向での距離が変化する段部が夫々設
けられ、前記後ケースの側部における前記段部よりも前記一方の側は、前記前ケースより
も内側に位置し、前記段部よりも前記他方の側は、前記前ケースよりも外側に位置してお
り、
　さらに、前記後ケースの前面であって、各前記段部における前記一方の側の端部に、前
記他方の側へ突出する防止リブが設けられていることを特徴とするインターホン機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たとえばインターホン親機等の前ケースと後ケースとを組み付けてなる本体
ケースを有するインターホン機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、インターホン機器の本体ケースとしては、前ケースと後ケースとを組み付けてな
るものがある。そして、そのような本体ケースでは、たとえば特許文献１に記載されてい
るように、前ケースの外周が後方へ折り曲げられており、当該折り曲げ部によって、後ケ
ースの開口周縁が覆われるように構成されている（すなわち、前ケースの折り曲げ部の内
側に、後ケースの外周縁が位置している）ことが多い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１７－４６１７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、インターホン機器のデザインの多様化により、たとえば本体ケースの上面では、
従来同様に前ケースを後ケースよりも外側に位置させる一方、本体ケースの下面では、前
ケースよりも後ケースを外側に位置させたいという要望がある。そして、そのような要望
に応えるとなると、当然ながら、本体ケースの側面において前ケースが後ケースよりも内
側に入り込む箇所が生じる。ただ、そのように前ケースと後ケースとの内外関係が変化す
る箇所を有すると、当該箇所から静電気が本体ケース内へ進入しやすいという問題が生じ
てしまう。
【０００５】
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　そこで、本発明は、上記問題に鑑みなされたものであって、本体ケースの側面に、前ケ
ースと後ケースとの内外関係が変化する箇所を有するとしても、当該箇所からの静電気の
進入を効果的に防止することができるインターホン機器を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明のうち請求項１に記載の発明は、外周縁が後方へ折
り曲げられた前ケースと、外周縁が前方へ折り曲げられた後ケースとを組み付けてなる本
体ケースを有するインターホン機器であって、前記本体ケースの上面と下面とのうち何れ
か一方では、前記前ケースが前記後ケースの外側に位置し、他方では前記後ケースが前記
前ケースの外側に位置しているとともに、前記前ケースの左右両側部に、前記両側部の左
右方向での距離が変化する段部が夫々設けられ、前記前ケースの側部における前記段部よ
りも前記一方の側は、前記後ケースよりも外側に位置し、前記段部よりも前記他方の側は
、前記後ケースよりも内側に位置しており、さらに、前記前ケースの後面であって、各前
記段部における前記他方の側の端部に、前記一方の側へ突出する防止リブが設けられてい
ることを特徴とする。
　また、上記目的を達成するために、本発明のうち請求項２に記載の発明は、外周縁が後
方へ折り曲げられた前ケースと、外周縁が前方へ折り曲げられた後ケースとを組み付けて
なる本体ケースを有するインターホン機器であって、前記本体ケースの上面と下面とのう
ち何れか一方では、前記前ケースが前記後ケースの外側に位置し、他方では前記後ケース
が前記前ケースの外側に位置しているとともに、前記後ケースの左右両側部に、前記両側
部の左右方向での距離が変化する段部が夫々設けられ、前記後ケースの側部における前記
段部よりも前記一方の側は、前記前ケースよりも内側に位置し、前記段部よりも前記他方
の側は、前記前ケースよりも外側に位置しており、さらに、前記後ケースの前面であって
、各前記段部における前記一方の側の端部に、前記他方の側へ突出する防止リブが設けら
れていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、前ケース（請求項１）や後ケース（請求項２）の左右両側部に、左右
両側部の左右方向での距離が変化する段部を夫々設け、段部よりも上側や下側で前ケース
と後ケースとの内外関係を変化させているものにおいて、段部が設けられているケースの
内面（請求項１では前ケースの後面、請求項２では後ケースの前面）であって、各段部の
左右方向での距離が近い側の端部に、左右方向での距離が遠い側へ突出させた防止リブを
設けている。したがって、該防止リブの表面によって絶縁距離を稼ぐことができ、前ケー
スと後ケースとの内外関係が変化する段部の箇所からの静電気の進入を効果的に防止する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】インターホン親機を前面側から示した説明図である。
【図２】応答ボタン及び設定ボタンを取り外した状態にあるインターホン親機を前面側か
ら示した説明図である。
【図３】図２の状態にあるインターホン親機を右側から示した説明図である。
【図４】（ａ）は、図２中のＡ－Ａ線断面を示した説明図であり、（ｂ）は、要部Ｂを拡
大して示した説明図である。
【図５】前ケースを後面側から示した斜視説明図である。
【図６】図５中の要部Ｃを拡大して示した説明図である。
【図７】後ケースを前面側から示した斜視説明図である。
【図８】図７中の要部Ｄを拡大して示した説明図である。
【図９】インターホン親機の防止リブ部分の鉛直断面を示した説明図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
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　以下、本発明の一実施形態となるインターホン親機について、図面にもとづき詳細に説
明する。
【００１０】
　図１は、インターホン親機１を前面側から示した説明図である。図２は、応答ボタン及
び設定ボタンを取り外した状態にあるインターホン親機１を前面側から示した説明図であ
る。図３は、図２の状態にあるインターホン親機１を右側から示した説明図である。図４
（ａ）は、図２中のＡ－Ａ線断面を示した説明図であり、図４（ｂ）は、要部Ｂを拡大し
て示した説明図である。図５は、前ケース２を後面側から示した斜視説明図であり、図６
は、図５中の要部Ｃを拡大して示した説明図である。図７は、後ケース３を前面側から示
した斜視説明図であり、図８は、図７中の要部Ｄを拡大して示した説明図である。図９は
、インターホン親機１の防止リブ１５部分の鉛直断面を示した説明図である。
【００１１】
　インターホン親機１は、前側に配置される前ケース２及び後側に配置される後ケース３
とを組み付けてなる本体ケースを有しており、本体ケースの前面には、インターホン子機
（図示せず）で撮像された映像等を表示するための表示部４、及びインターホン子機との
間で通話するための通話部５が設けられている。また、本体ケースの前面には、インター
ホン子機からの呼び出しに応答するための応答ボタン６を始めとして、インターホン親機
１の設定に使用する設定ボタン７、７や火災報知時に使用する報知ボタン８、８等、使用
者が押し込み操作可能な各種ボタンが設けられている。
【００１２】
　ここで、本発明の要部となる本体ケースにおける静電気の進入防止構造について詳細に
説明する。
　前ケース２は、正面視が上下方向へ長い長方形状とされて、外周縁が後方へ折り曲げら
れた箱状に形成されており、上辺に沿った後方への折り曲げ部は上壁部１１となる。また
、下辺に沿った後方への折り曲げ部は下壁部１２となり、左右側辺部に沿った後方への折
り曲げ部は側壁部１３となる。また、各側壁部１３の下寄りとなる箇所には、左右方向で
内側へ折り曲げられた段部１４が設けられており、段部１４よりも上側を外壁部１３Ａと
し、段部１４よりも下側を内壁部１３Ｂとする。そして、側壁部１３、１３同士の左右方
向での間隔（前ケース２の左右幅）は、外壁部１３Ａにおける間隔よりも内壁部１３Ｂに
おける間隔の方が狭くなっている。また、各内壁部１３Ｂの上端には、さらに上方へ突出
する防止リブ１５が設けられており、前ケース２の後面において外壁部１３Ａと防止リブ
１５とが対向している。さらに、前ケース２の前面下部であって、内壁部１３Ｂ、１３Ｂ
間となる箇所は、応答ボタン６や設定ボタン７を取り付けるためのボタン取付部１６とさ
れている。
【００１３】
　後ケース３は、前面が前ケース２と同じ長方形状に開口し、外周縁が前方へ折り曲げら
れた箱体であって、開口上縁に沿った前方への折り曲げ部は上壁２１となり、開口下縁に
沿った前方への折り曲げ部は下壁２２となり、開口の左右両側縁に沿った前方への折り曲
げ部は側壁２３となる。また、上壁２１の前面には、更に前方へ突出する上リブ２４が左
右方向に延設されており、各側壁２３の前面にも、更に前方へ突出する側リブ２５が上下
方向に延設されている。そして、上リブ２４は、上壁２１の左端から右端にかけて略全域
に設けられている。また、側リブ２５、２５は、上リブ２４の左右両端から下方へ延びて
いるものの、下壁２２までは達しておらず、下壁２２からの上下方向での距離が、前ケー
ス２における内壁部１３Ｂの上下長さと略同じになる箇所で途切れている。そして、該後
ケース３では、上リブ２４の上面から下壁２２の上面までの上下方向での距離が、前ケー
ス２の上壁部１１の下面から下壁部１２の上面までの上下方向での距離と同じとなってお
り、側リブ２５、２５の外面同士の左右方向での距離が、外壁部１３Ａ、１３Ａの内面同
士の左右方向での距離と同じとなっている。また、側壁２３、２３の内面同士の左右方向
での距離が、内壁部１３Ｂの外面同士の左右方向での距離と同じとなっている。
【００１４】
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　そして、上述したような前ケース２と後ケース３とから本体ケースを組み立てると、本
体ケースの上面では、前ケース２の上壁部１１の下面に後ケース３の上リブ２４の上面が
当接し、前ケース２の内側に後ケース３が嵌まり込む一方、本体ケースの下面では、後ケ
ース３の下壁２２の上面に前ケース２の下壁部１２の下面が当接し、後ケース３の内側に
前ケース２が嵌まり込むことになる。また、本体ケースの左右側面では、段部１４が側壁
２３の前面上を左右に横切る格好となっており、段部１４より上側については前ケース２
の外壁部１３Ａの内面に後ケース３の側リブ２５の外面が当接し、前ケース２の内側に後
ケース３が嵌まり込む一方、段部１４より下側については後ケース３の側壁２３の内面に
前ケース２の内壁部１３Ｂの外面が当接し、後ケース３の内側に前ケース２が嵌まり込む
ことになる。なお、本体ケースの組み立て状態において、各側リブ２５の下端は、外壁部
１３Ａ、段部１４、及び防止リブ１５により囲まれた状態となる。
【００１５】
　そして、上述の如き組み立て状態となる本体ケースでは、前ケース２と後ケース３との
内外関係が変化する段部１４、１４の箇所からの静電気の進入が問題となるが、各内壁部
１３Ｂの上端から上方へ防止リブ１５が突設されているため、該防止リブ１５の表面によ
って絶縁距離を稼ぐことができ、段部１４、１４の箇所からの静電気の進入が効果的に防
止されることになる。
【００１６】
　以上のような構成を有するインターホン親機１によれば、本体ケースの上面では、前ケ
ース２を後ケース３の外側に位置させ、下面では後ケース３を前ケース２の外側に位置さ
せているとともに、前ケース２の左右両側壁部１３、１３に、両側壁部１３、１３の左右
方向での距離が変化する段部１４を夫々設け、各側壁部１３における段部１４よりも上側
（外壁部１３Ａ）を、後ケース３よりも外側に位置させ、段部１４よりも下側（内壁部１
３Ｂ）を、後ケース３よりも内側に位置させている。そして、そのような本体ケースにお
いて、前ケース２の後面であって各段部１４における内壁部１３Ｂの端部に、上方へ突出
する防止リブ１５を設けている。したがって、前ケース２と後ケース３との内外関係が変
化する段部１４、１４の箇所からの静電気の進入が問題となるが、防止リブ１５の表面に
よって絶縁距離を稼ぐことができ、段部１４、１４の箇所からの静電気の進入を効果的に
防止することができる。
【００１７】
　なお、本発明に係るインターホン機器は、インターホン機器の全体的な構成は勿論、ボ
タンに係る構成等についても、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で必要に応じて適宜変更す
ることができる。
【００１８】
　たとえば，上記実施形態では、インターホン機器の上面側では、前ケースが後ケースよ
りも外側に位置し、下面側では後ケースが前ケースよりも外側に位置するように構成して
いるが、反対に上面側では、後ケースが前ケースよりも外側に位置し、下面側では前ケー
スが後ケースよりも外側に位置するように構成することも可能である。
　また、上記実施形態では、前ケースに段部や防止リブを設けているが、後ケースに段部
や防止リブを設けることも当然可能である。
　さらに、上記実施形態ではインターホン親機について説明しているが、本発明は、前ケ
ースと後ケースとを組み付けてなる本体ケースを有してさえいれば、インターホン子機や
集合玄関機等の他のインターホン機器についても好適に採用することができる。
【符号の説明】
【００１９】
　１・・インターホン親機、２・・前ケース（本体ケース）、３・・後ケース（本体ケー
ス）、１１・・上壁部、１２・・下壁部、１３・・側壁部、１４・・段部、１５・・防止
リブ、２１・・上壁、２２・・下壁、２３・・側壁、２４・・上リブ、２５・・側リブ。
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【図３】 【図４】



(7) JP 2021-111908 A 2021.8.2

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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